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水
は
す
べ
て
の
い
の
ち
の
源
で
あ
る 

 

私
た
ち
人
間
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地
球
上
の
動
物
、
植
物
を

含
め
た
全
て
の
生
命
体
は
水
を
使
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
ず
、

水
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
地
球
上
に
お
け
る
貴
重
な
資
源
で
あ

る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。 

日
本
に
お
け
る
水
道
技
術
の
発
達
、
水
道
建
設
の
歴
史
を
見

る
と
、
近
代
以
前
、
江
戸
時
代
の
鎖
国
政
策
の
中
に
お
い
て
上
水

道
建
設
が
行
わ
れ
、
明
治
に
入
り
１
８
８
７
年
に
神
奈
川
県
に
よ

り
建
設
さ
れ
た
横
浜
水
道
が
近
代
水
道
の
始
ま
り
と
な
り
、
１
８

９
０
年
に
水
道
条
例
が
水
道
建
設
の
基
本
法
と
し
て
定
め
ら
れ
ま

し
た
。 

大
戦
後
１
９
５
７
年
水
道
法
が
成
立
、
高
度
経
済
成
長
期
に

日
本
の
水
道
は
目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
、
１
９
５
０
年
で
の
日

本
の
水
道
普
及
率
は
わ
ず
か
26
％
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
水
道
普

及
率
は
急
上
昇
し
ま
し
た
。 

      

イ
ン
フ
ラ
も
整
い
水
質
も
向
上
し
、
現
在
、
日
本
の
給
水
人

口
は
１
億
２
４
１
７
万
人
、
水
道
普
及
率
は
98
％
。
水
道
漏
水

率
は
僅
か
５
％
。
こ
の
漏
水
率
の
低
さ
は
世
界
一
。
蛇
口
か
ら
出

る
水
を
そ
の
ま
ま
飲
め
る
国
は
世
界
で
10
ヵ
国
ほ
ど
。
日
本
が

世
界
に
誇
る
公
営
水
道
事
業
で
す
。 

自
然
に
囲
ま
れ
、
四
季
に
恵
ま
れ
、
良
好
な
水
に
恵
ま
れ
、

水
と
い
う
貴
重
な
資
源
の
有
限
性
に
気
付
か
ず
、
私
た
ち
日
本
国

民
は
比
較
的
無
造
作
に
水
を
使
っ
て
き
た
が
、
２
０
１
８
年
12

月
、
施
設
の
所
有
権
は
自
治
体
に
残
し
た
ま
ま
、
運
営
権
の
み
を

民
間
企
業
に
譲
り
渡
す
事
が
で
き
る
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
が
導

入
、
水
道
事
業
に
外
国
資
本
を
含
め
た
民
間
事
業
者
の
参
入
し
や

す
い
法
改
正
が
強
行
さ
れ
ま
し
た
。
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
と
は
、

水
道
施
設
の
所
有
権
が
自
治
体
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
万
が
一
、

災
害
が
起
き
た
場
合
や
災
害
時
の
責
任
や
施
設
の
老
朽
化
対
策
な

ど
は
自
治
体
が
背
負
い
、
最
終
的
に
は
税
金
で
賄
わ
れ
る
と
い
う
、

企
業
に
と
っ
て
リ
ス
ク
ゼ
ロ
の
非
常
に
問
題
が
多
い
手
法
で
す
。 
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宮
城
県
で
は
２
０
２
２
年

４
月
１
日
か
ら
、
上
水
道
、

下
水
道
、
工
業
用
水
の
コ
ン

セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
に
よ
る
水
道

民
営
化
が
始
ま
り
ま
し
た
。
２

０
２
１
年
の
時
点
で
、
宮
城
県

の
水
道
民
営
化
で
は
フ
ラ
ン

ス
資
本
の
水
メ
ジ
ャ
ー
と
言

わ
れ
る
ヴ
ェ
オ
リ
ア
、
オ
リ
ッ

ク
ス
な
ど
で
構
成
す
る
Ｓ

Ｐ
Ｃ
（
特
定
目
的
会
社
）
が

設
備
更
新
費
を
削
減
し
コ
ス
ト

削
減
と
公
表
、
そ
の
上
で
契
約

の
20
年
の
間
で
92
億
円
の
株 

主
配
当
を
行
う
、
と
公
表
。
こ
の
時
か
ら
私
は
宮
城
の
友
人
た
ち

に
声
を
か
け
ら
れ
、
宮
城
県
の
水
道
民
営
化
反
対
運
動
に
参
加
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

し
か
も
そ
の
宮
城
の
水
道
民
営
化
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
「
Ｏ
Ｍ

会
社
」
創
設
を
提
案
。
Ｏ
Ｍ
会
社
と
は
、
運
転
と
管
理
・
保
守
を

Ｓ
Ｐ
Ｃ
か
ら
１
０
０
％
受
注
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に

連
な
る
10
社
の
株
で
新
し
く
作
ら
れ
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
職
員
は
44
名
。

そ
の
奥
に
控
え
る
Ｏ
Ｍ
会
社
は
２
２
５
名
で
Ｏ
Ｍ
会
社
の
議
決
権

株
式
保
有
割
合
は
ヴ
ェ
オ
リ
ア
が
51
％
。
つ
ま
り
Ｏ
Ｍ
会
社
は

ヴ
ェ
オ
リ
ア
が
実
権
を
握
り
全
体
を
仕
切
る
こ
と
に
な
る
、
と
い

う
計
画
で
し
た
。 

ヴ
ェ
オ
リ
ア
と
い
う
企
業
は
、
水
で
金
儲
け
を
行
う
世
界
的

な
企
業
で
あ
り
、
パ
リ
で
行
わ
れ
て
い
た
水
道
民
営
化
で
水
道
料

金
の
高
騰
や
水
質
悪
化
、
市
民
に
対
す
る
情
報
の
不
開
示
な
ど
、

様
々
な
問
題
を
起
こ
し
、
２
０
１
０
年
に
水
道
事
業
は
再
公
営
化

し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
評
判
が
悪
す
ぎ
て
新
た

な
契
約
が
取
れ
な
い
」
と
い
う
問
題
の
あ
る
企
業
で
す
。 

そ
う
い
っ
た
企
業
に
水
道
事
業
を
20
年
10
億
円
で
水
道
運
営

権
を
売
却
し
た
の
が
宮
城
県
で
す
。 

水
道
民
営
化
は
明
確
な
憲
法
25
条
違
反
、
生
存
権
の
侵
害
で

あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
「
第
１
項 

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で

文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。
第
２

項 

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会

保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」 

こ
の
う
ち
、
第
２
項
の
公
衆
衛
生
の
向
上
と
は
、
水
道
事
業

の
国
の
責
任
に
つ
い
て
謳
っ
て
い
ま
す
。 

今
後
も
水
道
民
営
化
に
絶
対
反
対
、
既
に
民
営
化
さ
れ
た
自
治 

体
の
再
公
営
化
を
求
め
て
い
き
、
宮
城
の
水
道
の
再
公
営
化
の
運 

動
を
も
っ
と
も
っ
と
広
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

かいチャンネル YouTubeサムネイルより 
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人
々
の
平
穏
生
活
権
を
脅
か
す
大
深
度
法
は
廃
止
を 

 

２
０
２
０
年
10
月
18
日
、
東
京
都
調
布
市
つ
つ
じ
ヶ
丘
で
住

宅
地
の
道
路
が
陥
没
す
る
事
故
が
起
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
住
民

の
誰
も
が
「
い
つ
か
は
起
こ
る
」
と
思
っ
て
い
た
、
東
京
外
か
く 

               

環
状
道
路(

以
下
、
外
環
道)

工
事
の
影
響
に
よ
る
道
路
陥
没
事
故

で
す
。 

事
故
が
起
き
た
以
前
か
ら
、
周
辺
住
民
は
強
い
地
震
の
よ
う

な
揺
れ
、
低
周
波
音
の
被
害
な
ど
、
住
民
被
害
が
多
発
し
て
い
た

が
、
工
事
施
工
会
社
の
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
は
そ
の
影
響
を
一
切

認
め
る
こ
と
な
く
、
住
民
被
害
を
無
視
し
続
け
た
上
で
起
き
た
道

路
陥
没
事
故
で
し
た
。 

こ
の
工
事
の
法
的
根
拠
が
「
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に

関
す
る
特
別
措
置
法(

以
下
、
大
深
度
法)

」
。 

 ※
「
大
深
度
地
下
」
と
は
地
表
面
か
ら
40
メ
ー
ト
ル
深
い
場
所

の
事
で
あ
り
、
大
都
市
に
お
い
て
、
地
下
の
利
用
を
地
権
者
と
の

権
利
調
整
を
す
る
こ
と
な
く
効
率
的
に
行
う
た
め
の
制
度
を
つ
く

る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
き
新
た
な
制
度
を
作

ろ
う
と
「
地
表
面
か
ら
40
メ
ー
ト
ル
」
ま
た
は
「
建
築
物
の
支

持
地
盤
上
面
か
ら
10
メ
ー
ト
ル
」
の
い
ず
れ
か
深
い
方
か
ら
下

の
空
間
を
「
大
深
度
」
と
定
義
し
た
上
で
、
「
大
深
度
地
下
に
土

地
所
有
権
が
及
ん
で
い
な
い
と
は
言
え
な
い
」
と
し
な
が
ら
「
地

下
の
利
用
の
利
益
は
深
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
薄
く
な
る
」
「
公
益

性
を
有
す
る
事
業
に
よ
る
利
用
を
土
地
所
有
権
に
優
先
さ
せ
て
も

私
有
財
産
制
度
を
侵
害
す
る
程
度
が
低
い
空
間
で
あ
る
」
と
し
、

地
上
に
は
影
響
が
な
い
、
と
い
う
前
提
で
立
法
さ
れ
た
法
律
で
す
。 

２０２３年の三鷹市議会議員選挙の際に「不要不急な

東京外環道工事は中止せよ」と手作り配布したチラシ 
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２
０
０
０
年
３
月
10
日
に
通
常
国
会
に
大
深
度
法
案
が
付
議

さ
れ
た
際
、
「
地
表
に
影
響
が
無
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
影
響
が
あ
る
」
ま
た
は
「
あ
り
得
る
」
な
ら
ば
、
人
が
所

有
す
る
土
地
の
地
下
を
、
所
有
者
の
承
諾
無
く
、
か
つ
所
有
者
へ

の
補
償
も
無
し
に
使
用
で
き
る
こ
と
に
す
る
の
は
、
財
産
権
の
保

障
と
、
所
有
権
を
制
限
す
る
に
は
「
正
当
な
補
償
」
を
要
す
る
と

定
め
た
憲
法
29
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
こ

の
大
深
度
法
は
制
定
の
当
初
か
ら
、
「
地
表
に
は
影
響
が
無
く
、

土
地
所
有
者
に
損
失
を
与
え
る
こ
と
は
無
い
」
と
い
う
な
ん
と
も

身
勝
手
を
前
提
に
し
て
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
私
が
住
む
三
鷹
市
の

隣
町
、
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
調
布
市
で
事
故
が
起
き
た
の
で
し
た
。 

私
が
こ
の
外
環
道
工
事
の
反
対
運
動
に
加
わ
っ
た
の
は
、
こ

の
陥
没
事
故
後
か
ら
で
す
。 

陥
没
事
故
以
前
か
ら
、
長
年
地
域

の
住
民
の
方
々
は
反
対
運
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

私
は
長
年
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
を
行
っ
て
い
た
経
験
か
ら
、

「
外
環
道
が
開
通
し
て
も
都
内
は
、
渋
滞
緩
和
は
し
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
場
所
、
時
間
帯
な
ど
状
況
次
第
に
よ
っ
て
は
、
よ
り

道
路
は
渋
滞
す
る
。
東
京
や
首
都
圏
に
こ
れ
以
上
、
環
境
や
人
々

に
迷
惑
を
か
け
て
ま
で
高
速
道
路
は
必
要
な
い
」
と
い
っ
た
主
張

を
続
け
、
実
際
に
外
環
道
工
事
の
最
終
責
任
者
で
あ
る
国
交
省
、

東
京
都
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
、
中
日
本
に
文
書
を
提
出
、
そ
の

際
に
申
し
入
れ
を
行
い
、
「
な
ぜ
外
環
道
が
出
来
て
も
渋
滞
緩
和

は
し
な
い
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
を
国
交
省
職
員
、
東
京
都
職
員
、

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
東
日
本
職
員
に
伝
え
、
彼
ら
は
私
の
事
細
か
な
体
験

談
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
渋
滞
論
に
反
論
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
「
甲

斐
さ
ん
の
よ
う
な
道
路
事
情
に
精
通
し
た
方
の
ご
意
見
は
と
て
も

貴
重
で
あ
り
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

憲
法
29
条
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
２

財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律

で
こ
れ
を
定
め
る
。
３ 

私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、

こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」 

道
路
工
事
を
行
う
際
、
本
来
は
土
地
所
有
者
な
ど
の
権
利
者

の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
大
深
度
地
下
は
通
常
人
が
利
用
せ

ず
、
地
表
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
前
提
だ
っ
た

が
、
調
布
陥
没
事
故
に
よ
っ
て
そ
の
前
提
が
崩
れ
、
大
深
度
法
が

合
憲
だ
と
い
う
論
拠
が
失
わ
れ
ま
し
た
。 

 

「
大
深
度
法
」
は
、
も
と
も
と
憲
法
29
条
違
反
の
法
律
で
あ

り
、
東
京
外
環
道
事
業
及
び
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
事
業
に
対
す
る

大
深
度
地
下
使
用
認
可
は
無
効
、
大
深
度
法
自
体
、
早
急
に
廃
止

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
ま
す
。  

 

（
か
い 

ま
さ
や
す
） 


